
株式会社プラグマ・社会保険労務士法人プラグマ・中井啓之税理士事務所

一人ひとりにファンがいる会社。
常によりそう。共によろこぶ。

いつもプラグマレターを読んでいただき、ありがとうございます。
12 月のカレンダー、トピックスをご案内いたします。

プラグマレター
2023 年
12 月

最
新
情報

をお届けしま
す

給与・社会保険

Pragma LetterPragma Letter

会計・税務
12/11
（月）

11 月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の　
納付期限

1/4
（木）

10月決算法人の確定申告の期限
＜法人税・消費税（地方消費税含む）・法人事業税・
法人事業所税・法人住民税＞
4月決算法人の中間申告の期限
＜法人税・消費税（地方消費税含む）・法人事業税・
法人住民税＞（半期分）

12 月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の
納付期限

固定資産税（都市計画税）の第 3期分の納付
（東京 23 区の場合のみ）

2024 年

1/10
（水）
1/22
（月）

納期の特例を受けた源泉所得税（7月～ 12 月）
の納付期限

12/28
（木）

1/31
（水）

法定調書合計表・償却資産申告書の提出期限
給与支払報告書の提出期限

◆プラグマでは『年末調整業務』
　をお手伝いしています。
　〇従業員が提出した年末調整書類のチェック
　〇源泉徴収票の作成
　〇各市区町村へ送付する「給与支払報告書」
　　「総括表」の作成および発送作業など・・・

　一連の業務をお受けしておりますので、
　どうぞご相談ください。

WEB

助成金のご紹介

1. 出生時両立支援コース
男性社員が育休を取得しやすい雇用

環境整備等を行い、育休取得した男性社員

が生じた場合に支給されます

（支給額 20 ～ 60万）

2. 介護離職防止支援コース
～介護休業取得時・職場復帰時～

介護支援プランに沿って社員の介護休業取得、

職場復帰に取組んだ場合に支給されます

（支給額 休業取得時 30万
        職場復帰時 30万）

3. 育児休業等支援コース
～育休取得時･職場復帰時～

育休復帰支援プランに沿って社員の

育児休業取得、職場復帰に取組んだ場合に

支給されます

(支給額 休業取得時 30万
　　　　 職場復帰時 30万 )

3. 育児休業等支援コース
～業務代替支援～

育休取得者の業務を代替する労働者を新たに

確保し、育休取得者を原職復帰させた場合に

支給されます

(支給額 新規雇用　 50万
　　　　 手当支給等 10万 )

プラグマでサポート実績のある助成金より、「両立支援等助成金」をご紹介いたします。

特に、育児休業の予定の社員がいるお客様におすすめです。ぜひご検討ください。

ROUMU INFORMATION［　労務情報　］

社会保険労務士が専門スタッフとして
　　　　　　　　　お手伝いいたします

プラグマの「助成金申請サポート」

                                                        をご利用ください。

サービス紹介

助成金カウンセリング

貴社のご希望の助成金について

受給要件等をご案内します。

各種規程等の整備

助成金申請にあたり各種規程の作成、

変更の業務もお受けいたします。

助成金申請代行

助成金申請の準備から実際の申請

に関する代行業務を行います。


